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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　座部と背もたれ部を備え、背もたれ部に揉み玉を備えたマッサージ機において、
　揉み玉の位置を被施療者に対し進行方向と退行方向へ移動可能な進退移動手段と、
　揉み玉の進退方向の変位を検出する変位検出手段と、
　揉み玉の被施療者への進行方向の移動速度を検出する速度検出手段と、
　揉み玉の施療強度を複数段入力可能な強度指示手段と、
　施療指示手段と、
　を備え、
　強度指示される施療強度に応じた移動速度の目安値を予め設定し、
　上記強度指示及び／又は施療指示を受けて、揉み玉を被施療者への進行方向へ移動させ
るとともに、移動速度が目安値に達した際に、強度指示される施療強度に応じた進退方向
の位置を決定することを特徴とするマッサージ機。
【請求項２】
　座部と背もたれ部を備え、背もたれ部に揉み玉を備えたマッサージ機において、
　揉み玉の位置を被施療者に対し進行方向と退行方向へ移動可能な進退移動手段と、
　揉み玉の進退方向の変位を検出する変位検出手段と、
　揉み玉の被施療者への進行方向の移動速度を検出する速度検出手段と、
　揉み玉の作動速度を検出する速度検出手段と、
　揉み玉の施療強度を複数段入力可能な強度指示手段と、
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　施療指示手段と、
　を備え、
　強度指示される施療強度に応じた揉み玉の作動速度の目安値を予め設定し、
　上記強度指示及び／又は施療指示を受けて、揉み玉を作動させつつ被施療者への進行方
向へ移動させるとともに、揉み玉の作動速度が目安値に達した際に、強度指示される施療
強度に応じた進退方向の停止位置を決定することを特徴とするマッサージ機。
【請求項３】
　移動速度の検出中は、揉み玉の作動を中止していることを特徴とする請求項1に記載の
マッサージ機。
【請求項４】
　移動速度の検出は、揉み玉による施療が行われていない時の施療強度の入力指示を受け
て実行されることを特徴とする請求項1に記載のマッサージ機。
【請求項５】
　揉み玉の移動速度が目安値に達した際に、強度指示される施療強度に応じた進退方向の
位置を、目安値に達した位置より、被施療者から離れる側へ所定距離だけ戻した位置に決
定することを特徴とする請求項１に記載のマッサージ機。
【請求項６】
　揉み玉の作動速度が目安値に達した際に、強度指示される施療強度に応じた進退方向の
位置を、目安値に達した位置より、被施療者から離れる側へ所定距離だけ戻した位置に決
定することを特徴とする請求項２に記載のマッサージ機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、揉み玉の強さを調整出来るマッサージ機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　被施療者の身体を支持しつつマッサージ動作を実行する椅子型のマッサージ機は、通常
、その背もたれ部に設けられる施療子としての揉み玉で、背もたれ部にもたれた被施療者
に対し揉みや叩き等の施療を行う仕組みを有しているが、揉み玉の強さを調整出来るもの
も多くある。
【０００３】
　揉み玉の強さを調整する方法としては、揉み玉ユニットを進退自在とし、進退方向の移
動量により強さを規定するマッサージ機の一例として、特開２００６－２３０７０８号公
報に開示されるものがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－２３０７０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来の強さ調整は揉み玉ユニットの移動量を予め規定しておき、強さに対応して突出量
を変えるものであるが、姿勢や体形、施療位置によっては体感が設定強さに対応していな
い場合があり満足度が低いものであった。
【０００６】
　本発明は前記課題を解消するためになされたもので、揉み玉ユニットの移動速度や揉み
玉の作動速度を検出して、速度の鈍り具合を施療強度に対応付けることで、より効果的な
揉み玉によるマッサージを実現可能にすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　本発明に係るマッサージ機は、
座部と背もたれ部を備え、背もたれ部に揉み玉を備えたマッサージ機において、
揉み玉の位置を被施療者に対し進行方向と退行方向へ移動可能な進退移動手段と、
揉み玉の進退方向の変位を検出する変位検出手段と、揉み玉の被施療者への進行方向の移
動速度を検出する速度検出手段と、揉み玉の施療強度を複数段入力可能な強度指示手段と
、施療指示手段と、を備え、強度指示される施療強度に応じた移動速度の目安値を予め設
定し、上記強度指示及び／又は施療指示を受けて、揉み玉を被施療者への進行方向へ移動
させるとともに、移動速度が目安値に達した際に、強度指示される施療強度に応じた進退
方向の位置を決定するものである。
　このように本発明によれば、揉み玉を徐々に被施療者に当てて、スピードの鈍化具合を
監視して、希望する強さに対応付けしているので被施療者の体格や姿勢、また施療を受け
る位置のいかんにかかわらず、当たりの強さを選択された施療強度に適した揉み玉による
施療を受けることが出来る。
【０００８】
　また、移動速度の鈍化具合を見る際に、揉み玉を作動させながらとすれば、移動速度は
単純な低下傾向を示さずゆらいだものとなるが、被施療者の選択した揉み玉の作動状態を
事前に把握し、ゆらぎの影響を想定した目安値を設定すれば、施療強度に対応した進退方
向の位置は決定可能である。
　そして、逆にゆらぎつつ低下する場合、ゆらぎの影響を把握出来れば移動速度に関する
情報量が増えるので、施療強度に対応する進退方向の位置を決定しやすくなる利点がある
。
【０００９】
　また、本発明に係るマッサージ機は、必要に応じて、移動速度が目安値に達した際に、
強度指示される施療強度に応じた進退方向の位置を、目安値に達した位置より、被施療者
から離れる側へ所定距離だけ戻した位置に決定する。
　このように本発明によれば、速度低下が明確になる状態（強すぎる場合がある）よりも
押し込んでいない位置を決定出来るので、強すぎる強度を回避出来る。　
【００１０】
　また、本発明に係るマッサージ機は、必要に応じて、上記揉み玉ユニットの移動速度と
揉み玉の作動速度のいずれもの鈍化具合を監視しても良い。この場合、より正確に施療強
度を把握することが出来る。
【００１１】
　また、本発明に係るマッサージ機は、必要に応じて、移動速度の検出中は、揉み玉の作
動を中止している。
　このように本発明によれば、揉み玉の作動による移動速度への影響を避けて、より正確
に停止位置を決定することが出来る。
【００１２】
　また、本発明に係るマッサージ機は、必要に応じて、移動速度の検出は、揉み玉による
施療が行われていない時の施療強度の入力指示を受けて実行される。
　このように本発明によれば、揉み玉の作動による移動速度への影響を避けて、より正確
に停止位置を決定することが出来る。
【００１３】
　また、本発明に係るマッサージ機は、座部と背もたれ部を備え、背もたれ部に揉み玉を
備えたマッサージ機において、揉み玉の位置を被施療者に対し進行方向と退行方向へ移動
可能な進退移動手段と、揉み玉の進退方向の変位を検出する変位検出手段と、揉み玉の被
施療者への進行方向の移動速度（進退モータの作動速度）を検出する速度検出手段と、揉
み玉の作動速度を検出する速度検出手段と、揉み玉の施療強度を複数段入力可能な強度指
示手段と、施療指示手段と、を備え、
強度指示される施療強度に応じた揉み玉の作動速度の目安値を予め設定し、上記強度指示
及び／又は施療指示を受けて、揉み玉を作動させつつ被施療者への進行方向へ移動させる
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とともに、揉み玉の作動速度が目安値に達した際に、強度指示される施療強度に応じた進
退方向の停止位置を決定するものである。
　このように本発明によれば、急激な速度変化が発生する揉み玉ユニットの移動速度の鈍
化具合を見るのではなく、揉み玉の作動速度の鈍化具合を監視するので、揉み玉ユニット
の速度の変化にくらべ速度の変化がなだらかになり、施療強度と目安値の関係がより判別
しやすくなる利点がある。
【００１４】
　また、本発明に係るマッサージ機は、必要に応じて、揉み玉の作動速度が目安値に達し
た際に、強度指示される施療強度に応じた進退方向の位置を、目安値に達した位置より、
被施療者から離れる側へ所定距離だけ戻した位置に決定する。
　このように本発明によれば、作動速度の低下が明確になる状態（揉み玉のマッサージ機
能が低下する場合がある）から速度が向上するように進退方向の停止位置を決定出来るの
で、揉み玉の速度不足によるマッサージ機能の低下を回避することが出来る。　
【００１５】
　なお、本発明の実施形態で説明される目安値とは絶対的な値を指す場合だけでなく、相
対的な値（初期値（無負荷時）からの鈍化度合い等）を示すことも含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の参考となる第１の実施形態に係るマッサージ機の斜視図である。
【図２】本発明の参考となる第１の実施形態に係るマッサージ機のブロック図である。
【図３】本発明の参考となる第１の実施形態に係るマッサージ機におけるメカユニットの
背面図である。
【図４】本発明の参考となる第１の実施形態に係るマッサージ機におけるメカユニットの
左側面図である。
【図５】本発明の参考となる第１の実施形態に係るマッサージ機における脚支持部の傾動
開始状態説明図である。
【図６】本発明の参考となる第１の実施形態に係るマッサージ機における脚支持部の傾動
状態説明図である。
【図７】本発明の参考となる第１の実施形態に係るマッサージ機における脚裏ストレッチ
施療のフローチャートである。
【図８】本発明の参考となる第１の実施形態に係るマッサージ機における脚の大腿部及び
ふくらはぎ部の挟持状態説明図である。
【図９】本発明の参考となる第１の実施形態に係るマッサージ機の脚裏ストレッチ施療時
における各機構部分の作動タイミング説明図である。
【図１０】本発明の参考となる第１の実施形態に係るマッサージ機の脚裏ストレッチ施療
時における各機構部分の作動タイミング説明図である。
【図１１】本発明の参考となる第１の実施形態に係るマッサージ機の脚裏ストレッチ施療
時における各機構部分の作動タイミング説明図である。
【図１２】本発明の参考となる第１の実施形態に係るマッサージ機の脚裏ストレッチ施療
時における各機構部分の他の作動タイミングの第一例及び第二例の説明図である。
【図１３】本発明の参考となる第１の実施形態に係るマッサージ機の脚裏ストレッチ施療
時における各機構部分の他の作動タイミングの第三例及び第四例の説明図である。
【図１４】本発明の参考となる第１の実施形態に係るマッサージ機の脚裏ストレッチ施療
時における各機構部分の他の作動タイミングの第五例及び第六例の説明図である。
【図１５】本発明の参考となる第１の実施形態に係るマッサージ機における座部先端部エ
アセル膨張状態説明図である。
【図１６】本発明の参考となる第１の実施形態に係るマッサージ機における脚支持部傾動
中心軸の移動状態説明図である。
【図１７】本発明の参考となる第２の実施形態に係るマッサージ機の脚裏ストレッチ施療
時における各機構部分の作動タイミング説明図である。
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【図１８】本発明の参考となる第２の実施形態に係るマッサージ機における脚裏ストレッ
チ施療のフローチャートである。
【図１９】本発明の参考となる第３の実施形態に係るマッサージ機の脚裏ストレッチ施療
時における各機構部分の作動タイミング説明図である。
【図２０】本発明の実施形態に係るマッサージ機におけるエンコーダからのパルス信号出
力例説明図である。
【図２１】本発明の実施形態に係るマッサージ機における揉み施療時の強度調整のフロー
チャートである。
【図２２】本発明の実施形態に係るマッサージ機における揉み施療時の揉み玉及び駆動機
構部の傾動状態説明図である。
【図２３】本発明の他の実施形態に係るマッサージ機における揉み施療時の強度調整のフ
ローチャートである。
【図２４】本発明の他の実施形態に係るマッサージ機における揉み施療時の強度調整のフ
ローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　（本発明の参考となる第１の実施形態）
　以下、本発明の参考となる第１の実施形態に係るマッサージ機を前記図１ないし図１１
に基づいて説明する。
　前記各図において本実施形態に係るマッサージ機１は、着座した被施療者を支える椅子
状のものであり、詳細には、床面上に載置されて椅子全体を安定的に支持する基台部１１
と、この基台部１１の上方で被施療者の臀部を支える座部１２と、この座部１２の後側で
被施療者の背中を支える背もたれ部１３と、座部１２の左右両側で被施療者の肘や前腕部
を支える肘掛部１４と、座部１２の前側で被施療者の脚を支える脚支持部１５と、マッサ
ージ動作に係る各種操作入力を受付けるリモコン３０と、搭載されている複数の施療機構
によるマッサージ動作を操作入力や記録情報等の内容に基づいて制御する制御部４０とを
備える構成である。
【００１８】
　前記基台部１１は、椅子各部をなす前記座部１２、背もたれ部１３、肘掛部１４、及び
脚支持部１５を一体に取付けられてこれらを支持するものである。また、前記座部１２は
、基台部１１に対し座面の傾斜角度を調整可能として取付けられ、座面にて被施療者の臀
部や太腿部を支えつつ内蔵の施療機構でマッサージを実行するものであり、この施療機構
として、空気の給排で動作する臀部用エアセル７１、及び太腿部用エアセル７２を備える
構成である。これらエアセルを空気の給排で動作させるエアポンプ７０が座部１２下側の
スペースに配設される。
【００１９】
　臀部用エアセル７１や太腿用エアセル７２は、マッサージ機能以外にも、被施療者の体
を昇降させたりクッションとしての機能を有する。
【００２０】
　前記背もたれ部１３は、人の背中形状に合せた表面形状とされて前記基台部１１及び座
部１２に対し傾斜角度を調整可能として配設され、その内部に、マッサージを実行する施
療機構を備える構成である。
【００２１】
　背もたれ部１３内部には、施療子としての左右一対の揉み玉５１とこれを動作させる駆
動機構部６０が一体となったメカユニット５０と、このメカユニット５０を背もたれ部１
３上下方向に移動可能とし且つ他方向への動きは拘束して支持する左右一対のガイドレー
ル２０と、前記エアポンプ７０による空気の給排で動作する背中用エアセル７３及び腰用
エアセル７４と、この背もたれ部１３の形状を内部から維持する枠状のフレーム１７とが
それぞれ配設される構成である。このうちメカユニット５０、背中用エアセル７３、及び
腰用エアセル７４が、それぞれマッサージを実行する施療機構をなす。



(6) JP 5936494 B2 2016.6.22

10

20

30

40

50

【００２２】
　なお、この背もたれ部１３の左右両側部には、被施療者に面する内面側にエアセル等の
施療機構を設けた一対の側壁部を突出配設して、被施療者の上腕部等に対して側方からマ
ッサージを行えるようにすることもできる。
【００２３】
　前記メカユニット５０は、揉み、叩き等の刺激を被施療者に与える施療子としての左右
一対の揉み玉５１と、これら揉み玉５１をそれぞれ突出状態で支持する左右一対の揉み玉
支持アーム５２と、この揉み玉支持アーム５２を介して揉み玉５１を揉み、叩き等のマッ
サージ動作に対応させて駆動する駆動機構部６０と、背もたれ部上下方向に直交する軸線
を中心として駆動機構部６０を傾動可能に支持するベース部５４とを備える構成である。
【００２４】
　前記駆動機構部６０は、ベース部５４に対し傾動可能に支持されるハウジング６１と、
このハウジング６１と一体に配設され、制御部４０の制御に基づいて揉み玉５１に揉み動
作を行わせるための駆動力を発生させる揉みモータ６２と、同じくハウジング６１と一体
に配設され、制御部４０の制御に基づいて揉み玉５１に叩き動作を行わせるための駆動力
を発生させる叩きモータ６４と、ハウジング６１に内蔵されて、各モータからの運動を揉
み玉支持アーム５２を介して揉み玉５１に伝達する揉み機構及び叩き機構（図示を省略）
とを備える、公知のマッサージ機に用いられるものと同様の機構である。
【００２５】
　なお、揉み機構は、制御部４０の制御に基づく揉みモータ６２の回転で揉み玉支持アー
ム５２が連続して揺れる状態を生じさせるものである。揉み玉支持アーム５２の一端部に
取付けられた揉み玉５１は、揉み玉支持アーム５２の動きに伴い、連続する軌跡を描きつ
つ上下、左右及び前後に揺動することで、施療動作としての揉みを実現できる。
【００２６】
　揉みの施療における揉み玉５１の被施療者に対する揺動の変位は、揉みモータ６２の回
転作動の結果としての、揉み機構で揉み玉支持アーム５２を駆動する駆動軸（図示を省略
）の回転角度変位と一対一に対応していることから、駆動軸の変位を変位検出手段として
のエンコーダ６５を用いて検出することで、制御部４０で揉み玉５１の揺動状態、すなわ
ち揉み玉位置の変化を把握することができる。エンコーダ６５は、駆動機構部６０のハウ
ジング６１に内蔵され、ハウジング６１側に固定されるセンサ部と、駆動軸側に取付けら
れるスケール部との組合せで構成され、センサ部で駆動軸と共に動くスケール部の回転角
度変位を検出する、公知のロータリーエンコーダであり、制御部４０に駆動軸の変位に係
る信号を出力する。
　また、叩き機構は、叩きモータ６４の回転により、揉み玉支持アーム５２を所定位置を
中心に揺動させるものであり、揉み玉支持アーム５２の揺動でアーム一端部の揉み玉５１
も前後に揺動（往復動）して、施療動作としての叩きを実現する仕組みである。
【００２７】
　前記ベース部５４は、駆動機構部６０を傾動可能に支持するものであり、この他、制御
部４０の制御に基づいて、メカユニット昇降用の駆動力を発生させる昇降モータ５７と、
駆動機構部６０を傾動させる駆動力を発生させる進退モータ５８とを備える構成である。
【００２８】
　進退モータ５８は、制御部４０の制御に基づいて、連動する小歯車５８ａを回転させ、
この小歯車５８ａと噛合している駆動機構部６０側の歯部６７を移動させることで、駆動
機構部６０をベース部５４に対し傾動させ、これにより揉み玉５１位置を被施療者に対し
進退させ、揉み玉５１の被施療者側への突出量を調整するものである。
【００２９】
　揉み玉５１の被施療者に対する進退方向の変位は、進退モータ５８の回転作動の結果と
しての駆動機構部６０の傾動に係る角度変位と一対一に対応していることから、駆動機構
部６０の角度変位を変位検出手段としてのエンコーダ５５を用いて検出することで、制御
部４０で駆動機構部６０の傾動状態変化と共に、揉み玉５１の進退状態、すなわち突出量
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の変化を把握することができる。エンコーダ５５は、ベース部５４に固定されるセンサ部
５５ａと、駆動機構部６０のハウジング６１に取付けられるスケール部５５ｂとの組合せ
で構成され、センサ部５５ａで駆動機構部６０と共に動くスケール部５５ｂの傾動変位を
検出する、一種のロータリーエンコーダであり、制御部４０に駆動機構部６０の角度変位
に係る信号を出力する。
【００３０】
　メカユニット５０は、ベース部５４の側端部を一対のガイドレール２０にそれぞれ上下
走行可能に支持されることで、ガイドレール２０に挟まれる配置状態となり、メカユニッ
ト５０全体としてガイドレール２０に沿って移動可能とされる構成である。そして、制御
部４０による制御に基づき、昇降モータ５７が作動してベース部５４がガイドフレーム２
０を走行する状態となることで、ベース部５４を含むメカユニット５０全体が、ガイドフ
レーム２０に沿って背もたれ部１３の上下に移動することとなり、背もたれ部１３におけ
る揉み玉５１の位置（揉み玉による施療対象部位）を上下に変えられる仕組みである。
【００３１】
　そして、メカユニット５０は、設定されたマッサージの内容に応じて、制御部４０によ
る制御で、上記のように背もたれ部１３の上下に移動し、揉み玉５１の上下位置を調整さ
れると共に、進退モータ５８の作動による揉み玉５１と駆動機構部６０の傾動で、揉み玉
５１の被施療者側への突出量を調整されて、揉み玉５１をマッサージの対象箇所に位置さ
せる。揉み玉５１の移動後、又はこうした揉み玉５１の移動と並行して、制御部４０が、
マッサージの種類に応じて、メカユニット５０における駆動機構部６０の揉み、叩き用の
モータを作動させ、揉み玉５１に設定された揉みや叩き等のマッサージに対応した動きを
行わせることとなる。
【００３２】
　前記肘掛部１４は、座部１２の両側に位置して基台部１１と一体に連結し、背もたれ部
１３がリクライニング角度を変化させたり、座部１２が傾動しても、被施療者の前腕を安
定的に支持するよう形成される構成である。この肘掛部１４にも、前記エアポンプ７０に
よる空気の給排で動作するエアセルを配設して、被施療者の前腕部に対しマッサージを行
える構成としてかまわない。
【００３３】
　前記脚支持部１５は、座部１２の前側に位置し、座部１２前端付近を中心として傾動可
能に配設され、座部下側の第２アクチュエータ１９により傾斜角度を調整されるものであ
る。詳細には、脚支持部１５は、座部１２に対し傾動可能に取付けられる基礎部１５ａと
、この基礎部１５ａの表面側部分に脚長手方向へ移動可能として配設され、脚に接する脚
受部１５ｂと、この脚受部１５ｂに内蔵され、前記エアポンプ７０による空気の給排で膨
縮動作する施療機構としての脚用エアセル７５、７６、７７、７８とを備える構成である
。
【００３４】
　前記第２アクチュエータ１９は、固定部分に対し可動部分を直線移動させることで全体
として所定範囲内で伸縮して長さを変化させる機構を有してなり、座部１２の下側で一端
部の位置を固定状態とされる一方、他端部が脚支持部１５の裏面側に当接可能とされ、伸
縮による他端部の位置変化に伴って、脚支持部を傾動させる構成である。つまり、本実施
例においては、この第２アクチュエータが脚支持部１５の傾動手段となる。
【００３５】
　この第２アクチュエータ１９と一体に、第２アクチュエータ１９の可動部分の変位、す
なわち伸縮の変位を、所定の単位量の変位ごとの信号出力に基づき検出する、変位検出手
段としてのリニアエンコーダが配設される。
【００３６】
　脚支持部１５は、この第２アクチュエータ１９の伸縮動作により、脚支持部１５の裏面
側に当接する第２アクチュエータ１９他端部の位置が変ることで、座部１２前端の軸部を
中心として傾動し、傾斜角度を変化させる仕組みである。脚支持部１５の傾動に係る変位
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は、第２アクチュエータ１９の伸縮による変位と一対一に対応していることから、第２ア
クチュエータ１９の伸縮変位を変位検出手段としてのリニアエンコーダを用いて検出する
ことで、制御部４０で第２アクチュエータ１９の伸縮状態変化と共に、脚支持部１５の傾
動状態変化を把握することができる。なお、脚支持部１５の傾動状態の把握にあたっては
、直接脚支持部の傾斜角度変化をロータリーエンコーダ等の変位検出手段で取得するよう
にしてもよい。
【００３７】
　このようなエンコーダーは、傾動位置を把握することで傾斜位置を検出する変位検出手
段となるだけでなく、傾斜位置の変化により傾動の移動速度を検出することが可能なので
傾動の移動速度を検出する速度検出手段となる。
【００３８】
　脚支持部１５のうち脚受部１５ｂは、被施療者の脚が入る凹状部分を生じさせた略半円
筒状に形成され、座部１２前端に取付けられた基礎部１５ａに対し脚長手方向へ移動可能
に配設される構成である。脚受部１５ｂの凹状部分を挟んで対向する側面部には、脚用エ
アセル７５、７６、７７、７８が、膨張状態で左右の脚のふくらはぎ部分をそれぞれ押圧
してマッサージが行えるように、左右各々で対をなす配置として内蔵される。
【００３９】
　この脚支持部１５には、脚用エアセル７５、７６、７７、７８の他、脚長手方向に移動
しつつ脚を押圧するローラ等の他の施療機構を配設するようにしてもかまわない。
【００４０】
　被施療者は、左右の脚受部１５ｂにそれぞれ左右の脚をふくらはぎ部分を中心として支
持させることとなる。この支持状態で、左右でそれぞれ脚を挟んで対向する脚用エアセル
７５、７６、７７、７８をいずれも膨張させると、脚のふくらはぎ部分を両側から押圧し
て挟持できる仕組みである。
【００４１】
　すなわち、脚用エアセル７５、７６、７７、７８は、空気吸排に伴う膨張、収縮による
直接的なマッサージ機能以外に、膨張状態の押圧力を利用して脚を挟持し、脚の想定外の
動きを抑える挟持手段としての機能も有する。なお、この挟持する手段としては、エアセ
ルの膨張収縮を利用するもの以外に、押圧片を機械的に移動させて脚を挟持する機構等で
もよく、エアセルに限られるものではない。
【００４２】
　また、必ずしも脚の両側から脚用エアセル等の挟持手段を動作させて脚を挟持する構成
に限らず、脚を挟んで対向する脚受部の左右の側壁のいずれか片側のみから脚を押圧し、
脚受部の反対側の側壁に脚を押付けるようにして、挟持状態を得る構成としてもかまわな
い。
【００４３】
　このような構成において、脚用エアセル７５、７６、７７、７８が被施療者の脚を狭持
して、脚を脚支持部１５上に保持固定した状態で、第２アクチュエータ１９を伸縮させ、
脚支持部１５を上下方向に傾動させると脚曲げ施療を行うことが出来る。なお、脚曲げ施
療とは脚支持部を下方向に傾動させる動作による太腿の表側をストレッチさせる施療と上
方向の傾動によって太腿の裏側をストレッチする施療のいずれをも含む。
【００４４】
　また、脚支持部１５における脚受部１５ｂを基礎部１５ａに対し座部１２から遠ざかる
方向に移動させると、脚伸ばし施療を行うことが出来る。
【００４５】
　脚支持部１５の脚受部１５ｂを基礎部１５ａに対し脚長手方向に移動させる機構として
は、脚受部１５ｂの基礎部１５ａに対する位置変化を検出するための変位検出手段１５ｄ
と共に、所定の第１アクチュエータ１８を用い、この第１アクチュエータ１８の作動を制
御部４０で制御するようにしている。この第１アクチュエータ１８は、モータや流体圧シ
リンダなどの公知のアクチュエータであり、また、変位検出手段１５ｄは、公知のリニア
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エンコーダ等であり、詳細な説明を省略する。
【００４６】
　また、上記脚曲げ施療と脚伸ばし施療を組み合わせた脚のストレッチ施療を実行するこ
とができる。
【００４７】
　脚のストレッチ施療において、脚曲げ施療と脚伸ばし施療を組み合わせる場合、上述の
脚支持部を下方向に傾動させる動作による太腿の表側をストレッチさせる施療と上方向の
傾動によって太腿の裏側をストレッチする施療のいずれの施療も組み合わせることが可能
であるが、下記の実施形態では、脚支持部を上方向に傾動させつつ脚受部を座部１２から
遠ざかる方向に移動させる太腿の裏側のストレッチ施療につき説明する。
【００４８】
　脚用エアセル７５、７６、７７、７８が被施療者の脚を狭持して、脚を脚支持部１５上
に保持固定した状態で、第２アクチュエータ１９を伸長させ、脚支持部１５を上向きに傾
動させ、且つ脚支持部１５における脚受部１５ｂを基礎部１５ａに対し座部１２から遠ざ
かる方向に移動させると、脚の裏側部分（脚裏部）に伸びによるストレッチ効果を付与で
きる。すなわち、脚支持部１５を用いて脚裏部へのストレッチ施療を行える仕組みとなっ
ている。なお、ここでの脚裏部とは、太腿部の裏、脹脛、及び膝裏の、一部又は全部を指
すものである。
【００４９】
　脚支持部１５の傾動においては、脚を脚支持部１５上に拘束するだけではなく、脚を挟
持している脚受部１５ｂの位置を座部から離れる向きに適宜移動させて、脚の曲り具合を
調整することで、膝に無理な力が加わらないようにして膝の浮上がりを確実に抑え、脚の
ストレッチ効果をより高めることができる。
【００５０】
　なお、脚受部１５ｂの移動状態の把握にあたっては、直接脚受部１５ｂの位置変化を変
位検出手段１５ｄで取得する他に、第１アクチュエータ１８の可動部分の変位を、これと
一体に設けられたリニアエンコーダ等の変位検出手段で取得するようにしてもよい。すな
わち、脚受部１５ｂは、第１アクチュエータ１８の動作により、脚支持部１５の基礎部１
５ａに対して位置を変えることで、座部１２に対して移動する仕組みであり、脚受部１５
ｂの移動に係る変位は、第１アクチュエータ１８の作動による伸縮変位と一対一に対応す
ることから、第１アクチュエータ１８の変位を一体の変位検出手段を用いて検出すること
で、制御部４０で第１アクチュエータ１８の状態変化と共に、脚受部１５ｂの移動状態変
化を把握することができる。
【００５１】
　さらに、脚支持部１５の上向きの傾動に際し、脚の大腿部を挟持する別の挟持用エアセ
ル７９を、座部１２の両側に配設する構成とすることもできる（図８参照）。この場合、
座部１２の両側の挟持用エアセル７９で大腿部を挟持した状態で、脚支持部１５が上向き
に傾動して、脚を伸張させることで、エアセル７９で挟持された太腿部が座部１２の座面
から浮き上がるのを抑えられ、脚支持部１５の傾動による脚の伸張がより一層促されて、
脚裏のストレッチ効果をより高めることができる。
【００５２】
　一方、脚用エアセルによる脚の挟持状態で、脚支持部１５を上方から下方に傾動させる
こともでき、この場合には、脚の他部分に対して伸びによるストレッチ効果を与えられる
。
【００５３】
　前記リモコン３０は、マッサージ機に対する各種操作入力を受付ける多数のスイッチや
表示部を備え、マッサージ機１の側部におけるスタンド１６に着脱自在に設置され、マッ
サージに係る操作入力を制御部４０に送信するものである。なお、リモコン３０のスイッ
チや表示部の位置を被施療者にとって最適位置とするために、スタンド１６の位置は調整
可能となっている。
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【００５４】
　前記制御部４０は、あらかじめ被施療者の身体各部位置検出を実行して得られた検出結
果に基づいて、施療機構やマッサージ機の他の各可動部分を被施療者に対応した状態に調
整すると共に、施療機構や他の各可動部分に対し、リモコン操作やあらかじめ記録設定さ
れた施療内容、また前記検出結果の情報に基づいて、適切な施療の実行のための制御を行
うものである。
【００５５】
　この制御部４０は、そのハードウェア構成として、ＣＰＵやメモリ、入出力インターフ
ェース等を備えるコンピュータとなっており、メモリ等に格納されるプログラムにより、
コンピュータを制御部４０として動作させる仕組みである。この制御部４０をなすコンピ
ュータは、ＣＰＵやメモリ、ＲＯＭ等を一体的に形成されたマイクロコンピュータとして
もかまわない。
【００５６】
　この制御部４０をなすコンピュータのユニットは、座部１２直下等のマッサージ機１内
部の所定のスペースに配設され、リモコン３０と通信可能な状態とされると共に、メカユ
ニット５０の各種モータや、背もたれ部１３や脚支持部１５を傾動させるアクチュエータ
、エアポンプ７０や給排気制御機構とそれぞれ電気的に接続され、被施療者の身体各部位
置検出の際にはあらかじめ設定された位置検出用プログラムに基づく制御信号出力により
、また、マッサージ実行の際には設定されたマッサージのデータに基づく制御信号出力に
より、これらの駆動機構の作動を制御する。
【００５７】
　加えて、制御部４０は、メカユニット５０や各アクチュエータの変位量を出力するエン
コーダ等の信号出力手段とも電気的に接続されており、メカユニット５０の状態や、背も
たれ部１３及び脚支持部１５の傾斜等の状態を把握しつつ、モータやアクチュエータ等の
駆動手段の作動制御を行うこととなる。
【００５８】
　特に、脚支持部１５を傾動させる第２アクチュエータ１９の作動状態を制御するにあた
り、制御部４０は、脚裏部へのストレッチ施療としての脚支持部１５の傾動と同期した脚
受部１５ｂの移動における、ストレッチの施療強度に応じて第１アクチュエータ１８に加
わる負荷の変化と、この第１アクチュエータ１８の作動に係る所定の物理量の変化との対
応関係をあらかじめ把握して、制御の目安とする施療強度に対応する前記物理量の目安値
を設定し、第１アクチュエータ１８の作動の間、前記物理量を取得して、物理量が前記目
安値に達した際に、第２アクチュエータ１９に作動停止や作動速度低下等の、これまでの
作動状態からの変化を起させる制御指令の送出を実行するようにしている。
【００５９】
　ストレッチ施療において、脚受部１５ｂの移動に基づく施療強度の増大変化と脚受部１
５ｂの移動速度の減少変化とが、強い関係性を示すことがわかっており、この脚受部１５
ｂの移動の状況を各施療機構の作動制御に利用すれば、所定時点の実際の施療強度を的確
に把握して、施療強度に応じた作動制御が見込めることとなる。このため、脚受部１５ｂ
の移動を生じさせる機構として第１アクチュエータ１８を用い、この第１アクチュエータ
１８の作動に係る物理量を制御の目安としている。
【００６０】
　上記の第１アクチュエータ１８の作動に係る所定の物理量としては、変位検出手段１５
ｄより得られる、脚受部１５ｂの変位とこの変位の検出間隔とからの速度算出により取得
した、脚受部１５ｂの移動速度を用いている。
【００６１】
　そして、制御部４０は、脚裏部へのストレッチ施療における施療強度を、マッサージ機
の使用者、具体的には被施療者、に選択可能としてあらかじめ複数段階、例えば、強中弱
の三段階設定しており、こうした複数段階の強度の中から使用者に選択されたものを目安
とする施療強度として、この目安の強度に対応する前記物理量の目安値、本実施形態では
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脚受部１５ｂの移動速度の目安値、を設定することとなる。
【００６２】
　こうして、第１アクチュエータ１８の作動による脚受部１５ｂの移動変位を示す変位検
出手段１５ｄの信号出力について、制御部４０で、脚受部１５ｂの座部１２に対する位置
関係の把握に用いる他、脚受部１５ｂの変位とこの変位の検出間隔を用いて脚受部１５ｂ
の移動速度を求めることで、ストレッチ施療において、実際に施療強度が高い場合など、
第１アクチュエータ１８の負荷が高くなり脚受部１５ｂの移動速度、すなわち、第１アク
チュエータ１８の作動速度が低下した状態を検知できることとなる。こうした速度に基づ
いて、例えば第２アクチュエータ１９の制御を行うようにすれば、設定した施療強度が実
際に得られる状態を目安として第２アクチュエータ１９を作動させられ、傾動角度など変
位そのものに基づいて制御を行う場合のように、個人ごとの脚の長さの差に伴う限界傾動
角度の違いによる施療強度のばらつき等を生じさせない。
【００６３】
　この他、制御部４０は、公知のマッサージ機と同様に、マッサージに先立つ被施療者の
身体各部位置検出として、メカユニット５０を制御し、メカユニット５０を背もたれ部１
３における初期位置からガイドレール２０に沿って移動させ、揉み玉５１を被施療者に沿
って動かす過程で、背もたれ部１３にもたれた被施療者側からの揉み玉５１に対する圧力
の変化や揉み玉５１の傾き変化等を順次取得し、この情報に基づいて、被施療者の肩位置
、背骨のライン、腰位置を検出することもできる。
【００６４】
　次に、本実施形態に係るマッサージ機における被施療者の脚裏部ストレッチ施療過程に
ついて説明する（図７参照）。前提として、マッサージ機１に被施療者が着座して背中を
背もたれ部１３にもたれさせた状態で、マッサージ機１の主電源が入とされ、マッサージ
機１が起動して、被施療者の体重や体形検出などのマッサージ開始前の準備動作や、背も
たれ部１３のリクライニング角度調整等が完了し、さらに、被施療者によりマッサージコ
ース等の動作状態指示が入力されて、種々のマッサージ動作を実行する中で、制御部４０
が脚に対するストレッチ施療を実行しようとしているものとする。
【００６５】
　そして、制御部４０は、ストレッチ施療に係る各部の作動制御開始前に、脚支持部１５
がその初期位置としての最も下部に下がった状態にない場合は、第２アクチュエータ１９
を縮方向に作動させ、脚支持部１５を初期位置まで傾動させる。合わせて、脚支持部の脚
受部１５ｂが最も座部寄りの位置となっていない場合には、第１アクチュエータ１８を動
作させて脚受部１５ｂを座部１２に近づく向きに移動させておく。
【００６６】
　制御部４０は、ストレッチ施療における初期位置にある脚支持部１５の、各機構部分の
作動を開始させるにあたり、まず、あらかじめ設定されたストレッチの複数段階の施療強
度、例えば、強、中、弱の三段階の施療強度のうち、被施療者が施療前に入力指示したか
、マッサージコースの一部として選択設定されている施療強度を読出し、この施療強度に
あらかじめ対応付けられて記録されている脚受部１５ｂの移動速度の値を、制御の目安値
として登録する（ステップＳ００１）。
【００６７】
　この後、制御部４０は、脚支持部１５で脚の両側に位置する各脚用エアセルへの給気を
実行してエアセルを膨張させる（ステップＳ００２）（図５（Ｂ）、図８参照）。この脚
用エアセルの膨張に伴い、脚のふくらはぎ部分がエアセルで両側から挟持され、脚受部１
５ｂに拘束されることとなる。
【００６８】
　脚用エアセルが十分に膨張して、ふくらはぎ部分が挟持、拘束された状態で、制御部４
０は最下部の初期位置にある脚支持部１５に対し、第２アクチュエータ１９を伸長させ、
第２アクチュエータ１９一端部で脚支持部１５の裏面側を押して脚支持部１５を上向きに
傾動させる（ステップＳ００３）。
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【００６９】
　なお、座部１２の両側に脚の大腿部を挟持する別のエアセルを配設している場合、制御
部４０は、この第２アクチュエータ１９による脚支持部１５の傾動開始前後、あるいは傾
動開始と同時に、大腿部の挟持用エアセル７９への給気を行い、これを膨張させ、大腿部
の挟持を実行する（図８参照）。
【００７０】
　第２アクチュエータ１９による脚支持部１５の傾動を開始させ、脚支持部１５の端部が
床からある程度離れた後、制御部４０は脚支持部１５の第１アクチュエータ１８を作動さ
せ、脚支持部１５の脚受部１５ｂを基礎部１５ａに対し座部１２から離れる側となる脚先
端側へ少しずつ移動させていく（ステップＳ００４）（図６（Ａ）参照）。
【００７１】
　こうして、仮に脚受部１５ｂが基礎部１５ａに対し動かない場合、脚支持部１５の傾動
に伴って脚支持部１５前面部分と座部１２上面との距離が縮まり、座部１２及び脚支持部
１５上の脚の長さと対応しない状態となって、脚支持部１５に拘束された関係で長手方向
に動けない脚で、その膝部分が、余長を調整するように座部１２先端部及び脚支持部１５
上端部から離れて脚裏の伸張が阻害される状態となったり、膝に負担（無理な力）が加わ
る状態となる問題点を、脚受部１５ｂを脚先端側へ移動させることで解消でき、脚を座部
１２や脚支持部１５に付けて脚裏の伸張が適切に生じる状態のままで、脚支持部１５の上
向きの傾動を継続できる状態が得られる（図６参照）。
【００７２】
　この脚受部１５ｂの脚先端側への移動は、脚支持部１５の傾動状態に対応して、被施療
者の足や脚支持部１５の端部が床面に当接しない程度に移動量を調整しつつ実行される。
【００７３】
　一方、制御部４０は、脚受部１５ｂの移動開始と共に、変位検出手段１５ｄの出力を受
取り、脚受部１５ｂの移動変位を把握すると共に、変位検出手段１５ｄから得られる、脚
受部１５ｂの変位とこの変位の検出間隔とから、脚受部１５ｂの移動速度を継続的に算出
し、第２アクチュエータ１９の作動制御の目安の情報として取得する（ステップＳ００５
）。
【００７４】
　制御部４０の制御に基づき、第２アクチュエータ１９を伸長させて、脚支持部１５を上
向きに傾動させ、被施療者の脚における膝より下の部分を持上げていく状態では、脚用エ
アセルで脚のふくらはぎ部分を拘束すると共に、脚受部１５ｂを脚先端側に移動させて脚
が座部と脚支持部上に接した状態を維持していることで、脚が適切な姿勢をとりつつ前方
へ引張られる形となって、脚にストレッチ運動のような負荷が加わる状態となり、脚裏、
特に大腿部裏側から膝裏にかけての部位が伸される状態となる。
【００７５】
　この脚支持部１５の傾動の際には、必要に応じて背もたれ部１３を起こす動作を連動さ
せることもでき、背もたれ部１３が起きて被施療者が上体を起こした姿勢を強いられるこ
とで、脚裏が伸びる向きの負荷がさらに加わる状態となり、脚裏へのストレッチ効果がさ
らに向上する。
【００７６】
　この後、脚支持部１５の傾動の進行で、脚支持部１５の前面側が座部１２の高さに達し
、脚支持部１５の傾動角度が被施療者の脚の可動範囲の限界に近づく（図６（Ｂ）参照）
と共に、被施療者の脚の膝から下部分が座部１２に対し移動しにくくなり、脚受部１５ｂ
の座部１２から離れる向きの移動において抵抗が加わる状態となる。これに伴い、脚受部
１５ｂを移動させる第１アクチュエータ１８の負荷が急増し、脚受部１５ｂの移動速度及
びこれに係る第１アクチュエータ１８の作動速度も大幅に低下する。
【００７７】
　制御部４０は、脚受部１５ｂの移動開始から、脚受部１５ｂの移動速度を継続的に取得
しており、この低下状態にある速度が、先に設定された目安値に達したか否かを判定する
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（ステップＳ００６）。
【００７８】
　ストレッチの施療強度が強くなるほど、第１アクチュエータ１８の負荷も大となるなど
、ストレッチ施療における施療強度と第１アクチュエータ１８の負荷とは対応しており、
また、第１アクチュエータ１８の負荷上昇と脚受部１５ｂの移動速度の低下度合も一定の
関係性を有することがわかっていることから、制御部４０では、あらかじめ設定されたス
トレッチの施療強度に対応する脚受部１５ｂの移動速度を制御の目安値とし、第１アクチ
ュエータ１８を作動させる間、取得した脚受部１５ｂの移動速度をこの目安値と比較照合
する。
【００７９】
　制御部４０は、取得した脚受部１５ｂの移動速度が目安値に達したと判定すると、第２
アクチュエータ１９と脚用エアセルの給排制御機構に対し作動停止の制御指令を送出する
。この後、第２アクチュエータ１９は停止状態となり、脚支持部１５の傾動が停止する（
ステップＳ００７）。これにより、あらかじめ選択、設定されたストレッチの施療強度を
超えることなく脚支持部１５の傾動が停止され、過剰なストレッチ施療が行われることは
ない。一方、前記ステップＳ００６で速度が目安値に達していない場合には、前記ステッ
プＳ００３に戻って第２アクチュエータ１９による脚支持部１５の傾動を続行し、以降の
過程を繰返す。
　こうして脚受部１５ｂの移動速度から施療強度を判断し、脚支持部１５の傾動に係る第
２アクチュエータ１９の作動を制御しているので、脚の長さの個人差による傾動角度とス
トレッチの強度との関係の変化に影響を受けることなく、適切な施療強度でのストレッチ
が可能となる。
【００８０】
　制御部４０は、第２アクチュエータ１９を停止させると共に、脚用エアセルを空気の排
出により収縮させて脚を挟持状態から解放し（ステップＳ００８）、また、別のエアセル
７９で大腿部を挟持している場合は、これについても空気排出により挟持状態から解放す
ると、脚が自由に動かせる状態に戻る。
　この後、脚受部１５ｂは、基礎部１５ａとの関係で座部１２から離れる向きの移動限界
に達し、これに応じて制御部４０は第１アクチュエータ１８を作動停止状態として（ステ
ップＳ００９）、一連のストレッチ施療が終了となる。（図９も参照）　この実施形態で
は脚受部１５ｂは、基礎部１５ａとの関係で座部１２から離れる向きの移動限界に達する
まで移動させているが、この脚受部１５ｂも上記作動停止の制御指令に応じて停止位置を
決定させてもよい。（図１１参照）
【００８１】
　また、この実施形態（図９）では脚支持部の傾動が停止し脚用エアセルの空気の排出が
開始した後も、脚受部は引き続き移動を続けるのでストレッチ施療後に脚に対し弱い挟持
状態でのさすり施療を行えている。
【００８２】
　もちろん、上記脚用エアセルの空気は、移動速度が目安値に達したことで排出を開始さ
せる必要はなく、脚の挟持状態を維持させておいても良い。その場合、脚受部の移動速度
は目安値に達した後も引き続き低下をつづける。そして場合によっては脚に強い引張力を
与えるおそれがあるので、移動限界前に停止するように停止位置を決定することが望まし
い。（図１０参照）
【００８３】
　これ以降は、他のマッサージ等に移行し、制御部４０は、脚支持部１５の位置が次の施
療に適さない場合、第２アクチュエータ１９を縮方向に作動させて、脚支持部１５を下向
きに傾動させると共に、第１アクチュエータ１８を動作させて脚受部１５ｂを座部１２に
近づく向きに移動させるなど、脚支持部１５を施療に適した位置となるよう調整すること
となる。
【００８４】
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　なお、ストレッチの施療に係る各機構部分の作動のタイミングについては、上記のよう
に、エアセルの膨張開始後、第２アクチュエータ１９による脚支持部１５の傾動を開始し
、その後に第１アクチュエータ１８を用いた脚受部１５ｂの移動を開始するようにしてい
る（図９ないし図１１参照）が、これに限られるものではなく、脚支持部１５の傾動開始
位置で脚受部１５ｂが移動しても、脚受部１５や被施療者の足が床に付くおそれがない場
合には、脚支持部１５の傾動と脚受部１５ｂの移動を同時に開始するようにすることもで
きる。
【００８５】
　また、大腿部を挟持する別のエアセル７９を用いる際の、その膨張開始のタイミングは
、図１２ないし図１４の各タイミング例に示すように、制御部４０が脚支持部１５の傾動
開始後に脚受部１５ｂの移動を開始させる場合と、脚支持部１５の傾動と脚受部１５ｂの
移動を同時に開始する場合のいずれでも、第２アクチュエータ１９による脚支持部１５の
傾動開始と同時、あるいは傾動開始の前又は後、のいずれの時点でもかまわない。
【００８６】
　このように、本実施形態に係るマッサージ機は、座部１２の前側で傾動可能に脚を支持
する脚支持部１５を、座部１２に取付けられる基礎部１５ａとこれに対し移動可能な脚受
部１５ｂとの組合せ構造とし、脚へのストレッチの施療として脚支持部１５を上向きに傾
動させる際に、あらかじめ脚部エアセルで脚を挟持して脚受部１５ｂ上に保持固定した状
態とし、さらに傾動の進行に合わせて、脚受部１５ｂを座部１２から離れる向きに少しず
つ移動させることから、脚を脚支持部１５や座部１２から浮かせることなく脚支持部１５
を上向きに傾動させて脚を伸して、膝に負担をかけることなく、効率よく脚裏部分の筋肉
のストレッチを行う状態が得られることとなり、脚のストレッチに係る施療をスムーズ且
つ適切に実行でき、被施療者に対し優れた施療効果を付与できる。
【００８７】
　また、ストレッチ施療における施療強度と脚受部１５ｂを移動させる第１アクチュエー
タ１８の負荷とが対応し、且つ、脚受部１５ｂの移動速度が第１アクチュエータ１８の負
荷の変化に応じて変わることを利用して、制御部４０で、この速度の変化と施療強度とを
対応付け、あらかじめ設定されたストレッチの施療強度に一対一に対応する脚受部１５ｂ
の移動速度の値を、制御の目安値として設定し、第１アクチュエータ１８を作動させる間
、制御部４０で取得した速度を目安値と比較照合しつつ、取得した速度が目安値に達する
と、第２アクチュエータ１９等に制御指令を送出するようにしている。これにより、第１
アクチュエータ１８の負荷変化に応じた速度の変化から、制御部４０が施療強度を把握し
て、制御対象である第２アクチュエータ１９を適切に制御でき、設定された施療強度に適
合するように第２アクチュエータ１９を作動させて脚支持部１５を傾動させられ、適切な
施療強度でストレッチを実行でき、結果として、脚の長さの個人差に伴う、脚支持部の傾
動角度とストレッチの強度との関係が被施療者ごとに変化する状況に、第２アクチュエー
タ１９の作動制御が影響を受けることはなく、被施療者が代っても常に適切な施療強度で
のストレッチが可能となる。
【００８８】
　なお、前記実施形態に係るマッサージ機においては、脚受部１５ｂの移動状態の把握に
あたり、脚受部１５ｂの位置変化をリニアエンコーダ等の変位検出手段１５ｄで取得する
ようにし、制御部４０が変位検出手段の出力から得られる、変位とこの変位の検出間隔と
からの速度算出により取得した、脚受部１５ｂの移動速度を、ストレッチの施療強度と対
応付けて第２アクチュエータ１９の作動制御に用いる構成としているが、この他、第１ア
クチュエータが可動部分を固定部分に対し直線的に移動させて伸縮するタイプとされると
共に、変位検出手段としてのリニアエンコーダ等が一体に配設されるものとされ、制御部
が第１アクチュエータの変位検出手段の出力より得られる、変位とこの変位の検出間隔と
からの速度算出により取得した、第１アクチュエータの作動速度、詳細にはアクチュエー
タの伸長する速度を、ストレッチの施療強度と対応付けて、前記同様に第２アクチュエー
タの作動制御に用いる構成とすることもできる。すなわち、アクチュエータの作動の結果
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としてあらわれる速度であれば、アクチュエータに対し被動側である脚受部について取得
した速度に限らず、アクチュエータの変化を直接検出して取得した速度でもかまわない。
【００８９】
　また、前記実施形態に係るマッサージ機においては、制御部４０が脚受部１５ｂの移動
速度を、ストレッチの施療強度と対応付けて第２アクチュエータ１９の作動制御に用いる
構成としているが、この他、第２アクチュエータの作動速度を、ストレッチの施療強度と
対応付けてそのまま第２アクチュエータの作動制御に用いる構成とすることもできる。こ
の場合、制御部は、第２アクチュエータの変位検出手段としてのリニアエンコーダの出力
から取得した、第２アクチュエータの作動速度、詳細には伸縮するタイプのアクチュエー
タの伸長する速度を、ストレッチの施療強度と対応付けて第２アクチュエータの作動制御
に用いることとなる。さらに、脚支持部の傾動状態の把握にあたり、脚支持部の傾斜角度
変化をロータリーエンコーダ等の変位検出手段で取得するようにし、制御部が、こうした
変位検出手段より得られる、変位とこの変位の検出間隔とからの速度算出により取得した
、脚支持部の傾動の速度を、前記同様に第２アクチュエータの作動制御に用いる構成とす
ることもできる。
【００９０】
　また、こうしたアクチュエータの作動に係る物理量である速度を、制御部による他のア
クチュエータ等の制御の目安に用いているが、この他、アクチュエータの負荷の変化に応
じて変わるものであれば、速度以外の例えば電流など、アクチュエータの作動に係る他の
物理量を制御の目安として用いるようにしてもよい。さらに、アクチュエータの動作速度
を一定に保つようにアクチュエータのＰＷＭ制御を行うなど、制御部でアクチュエータの
フィードバック制御を行うものの場合には、ＰＷＭ値の増加量といった、フィードバック
値の変化量あるいは変化割合を、物理量とすることもできる。こうした物理量として速度
を用いない場合、速度が低下する影響をほとんど受けることなく、確実な施療の動作を維
持しつつ、前記同様のアクチュエータ等施療機構の制御が行える。
【００９１】
　このような場合、脚裏部へのストレッチ施療として、脚支持部を上向きに傾動させる中
、制御対象としての各機構部分の作動状態を制御する制御部が、脚受部の座部から離れる
向きへの移動における、ストレッチの施療強度に応じてアクチュエータに加わる負荷の変
化と、このアクチュエータの作動に係る所定の物理量の変化との対応関係をあらかじめ把
握して、所定の目安とする施療強度に対応する前記物理量の目安値を設定し、アクチュエ
ータの作動の間、前記物理量を取得して、物理量が前記目安値に達した際に所定の制御対
象への制御指令を送出する制御を実行する、といえる。
【００９２】
　こうした制御部による制御の対象は、例示した脚支持部を押圧するアクチュエータやエ
アセルの給排気制御機構に限られるものではなく、アクチュエータに代えて、減速機構等
を介して脚支持部を傾動させるモータなど他の駆動手段を用いる場合には、前記同様にこ
うした駆動手段を制御対象とすることができる。制御部は、脚支持部の上向きの傾動にお
ける、ストレッチの施療強度に応じて駆動手段に加わる負荷の変化と、駆動手段の作動に
係る所定の物理量の変化との対応関係をあらかじめ把握して、目安とする施療強度に対応
する前記物理量の目安値を設定し、駆動手段の作動の間、前記物理量を取得して、物理量
が前記目安値に達した際に駆動手段への制御指令を送出する制御を行うこととなる。
【００９３】
　また、前記実施形態に係るマッサージ機においては、第２アクチュエータ１９で脚支持
部１５を上向きに傾動させ、脚裏部分のストレッチ施療を行う構成としているが、これに
加えて、脚支持部１５の傾動時の脚裏部分の伸びを促すために、図１５に示すように、座
部１２の前側上部位置で、被施療者の大腿部下部を持ち上げることのできるエアセルを設
けるようにしてもよい。この場合、エアセルは、膨張して座部１２前部を隆起させ、座部
１２の表面を大腿部下部の裏側に当接させ、大腿部をやや持ち上げた状態で保持する。こ
れにより、脚を伸したままでその膝部が上側に移動して、脚裏をより伸張させるように作
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用することとなる。こうした座部１２前部の隆起状態は、アクチュエータ等で座部１２前
部を下から押して持上げるなど、機械的に形成するようにしてもよい。
【００９４】
　この他、同様に脚裏部分の伸びを促すために、図１６に示すように、脚支持部１５の傾
動中心となる座部１２前端の軸部１５ｃを上昇させる、位置調整手段８１を設けることも
できる。脚支持部１５の上向きの傾動の際に、この位置調整手段８１で脚支持部１５の軸
部１５ｃを上昇させる場合、脚支持部１５の傾動の中心位置が変わることで、脚の膝より
下部分がより上側に移動させられる状態となり、座部１２前部を隆起させる場合同様、脚
裏をより伸張させるように作用することとなる。また、脚支持部１５を大きく傾動させな
くても、代りに軸部１５ｃを上げることで脚支持部１５の位置を上げられることから、脚
裏のストレッチ効果を確保しつつ、脚支持部１５の傾動範囲を小さく設定できる。この傾
動中心の軸部１５ｃを上昇させる位置調整手段は、前記座部１２前部を隆起させる座部調
整手段のエアセル等が兼ねるようにしてもかまわない。
【００９５】
　（本発明の参考となる第２の実施形態）
　前記第１の実施形態に係るマッサージ機においては、制御部４０が、脚裏部へのストレ
ッチ施療における複数段階の施療強度のうち使用者に選択された施療強度に対応する脚受
部１５ｂの移動速度を目安値として、この目安値に随時取得している速度が達した際に、
制御指令を送出して第２アクチュエータ１９の作動停止等、これまでの作動状態からの変
化を起させる制御を行う構成としているが、この他、第２の実施形態として、図１７に示
すように、制御部４０が、制御における目安値を、使用者の選択可能な複数段階の施療強
度とは別の、これらの施療強度に近いがより小さい、所定の目安の施療強度に対応した物
理量（移動速度）とする一方、複数段階の施療強度の中から使用者に選択されたものを目
標施療強度とし、第１アクチュエータ１８の作動速度や脚受部１５ｂの移動速度などの物
理量が目安値に達したら、第２アクチュエータ１９等の制御対象が前記目標施療強度を実
現するように作動する制御指令を送出する、例えば、制御部４０が第２アクチュエータ１
９に対し、前記速度が目安値に達した後、第２アクチュエータ１９は実際の施療強度が目
標施療強度に達すると予想される所定のタイミングで傾動停止する、との制御指令を送出
する、といった制御を実行する構成とすることもできる。
【００９６】
　つまり、第１の実施形態では移動速度の目安値は選択される施療強度に応じてそれぞれ
設定されるが、この実施形態では、移動速度の目安値は1つであり、目安値に達した時点
で選択された目標施療強度に見合う停止位置を決定している。
【００９７】
　この場合、制御部４０は、使用者による施療強度の選択に関わりなく、ストレッチ施療
の制御における目安値を常に一定とすることができ、目安値に達した状況から、選択され
た施療強度が実際に生じ得るまでの、各機構の残りの作動量が既知である場合は、制御を
簡略化でき、また、目安値に達した時点の各部の状態（例えば、脚受部の移動量）を参照
して、これらを考慮した制御を行うようにすることもでき、制御面で都合がよい。
【００９８】
　この第２の実施形態に係るマッサージ機における被施療者の脚裏部ストレッチ施療過程
について、図１８のフローチャートを用いて説明する。前提として、前記第１の実施形態
と同様に、マッサージ機１に被施療者が着座して背中を背もたれ部１３にもたれさせた状
態で、制御部４０が脚に対するストレッチ施療を実行しようとしているものとする。
【００９９】
　制御部４０は、ストレッチ施療における初期位置にある脚支持部１５の、各機構部分の
作動を開始させるにあたり、まず、あらかじめ設定されたストレッチの複数段階の施療強
度、例えば、強、中、弱の三段階の施療強度のうち、被施療者が施療前に入力指示したか
、マッサージコースの一部として選択設定されている施療強度を読出し、この施療強度を
目標施療強度として登録する（ステップＳ１０１）。
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【０１００】
　この後、制御部４０は、脚支持部１５で脚の両側に位置する各脚用エアセルへの給気を
実行してエアセルを膨張させる（ステップＳ１０２）。この脚用エアセルの膨張に伴い、
脚のふくらはぎ部分がエアセルで両側から挟持され、脚受部１５ｂに拘束される。
【０１０１】
　脚が挟持、拘束された状態で、制御部４０は最下部の初期位置にある脚支持部１５に対
し、第２アクチュエータ１９を伸長させ、脚支持部１５を上向きに傾動させる（ステップ
Ｓ１０３）。
【０１０２】
　なお、座部１２の両側に脚の大腿部を挟持する別のエアセルを配設している場合、制御
部４０は、この第２アクチュエータ１９による脚支持部１５の傾動開始前後、あるいは傾
動開始と同時に、大腿部の挟持用エアセル７９への給気を行い、これを膨張させ、大腿部
の挟持を実行する。
【０１０３】
　第２アクチュエータ１９による脚支持部１５の傾動を開始させ、脚支持部１５の端部が
床からある程度離れた後、制御部４０は第１アクチュエータ１８を作動させ、脚支持部１
５の脚受部１５ｂを基礎部１５ａに対し座部１２から離れる向きへ少しずつ移動させてい
く（ステップＳ１０４）。
【０１０４】
　一方、制御部４０は、脚受部１５ｂの移動開始と共に、変位検出手段１５ｄの出力を受
取り、脚受部１５ｂの移動変位を把握すると共に、変位検出手段１５ｄから得られる脚受
部１５ｂの変位とこの変位の検出間隔とから、脚受部１５ｂの移動速度を継続的に算出し
、第２アクチュエータ１９の作動制御のための情報として取得する（ステップＳ１０５）
。
【０１０５】
　制御部４０の制御に基づき、第２アクチュエータ１９を伸長させて、脚支持部１５を上
向きに傾動させ、被施療者の脚における膝より下の部分を持上げると共に、脚受部１５ｂ
を脚先端側に移動させることで、脚にはストレッチ運動のような負荷が加わる状態となり
、脚裏が伸される状態となる。
【０１０６】
　この後、脚受部１５ｂの移動量が被施療者の脚の可動範囲の限界に近づき、被施療者の
脚の膝から下部分が移動しにくくなり、脚受部１５ｂの座部１２から離れる向きの移動に
おいて抵抗が加わる状態となる。これに伴い、脚受部１５ｂを傾動させる第１アクチュエ
ータ１８の負荷が急増し、脚受部１５ｂの移動速度及びこれに係る第１アクチュエータ１
８の作動速度も大幅に低下する。
【０１０７】
　制御部４０は、あらかじめ設定されたストレッチの基準となる施療強度に対応する脚受
部１５ｂの移動速度を制御の目安値とすると共に、脚受部１５ｂの移動開始から、脚受部
１５ｂの移動速度を継続的に取得し、取得した脚受部１５ｂの移動速度をこの目安値と比
較照合しており、低下状態にある脚受部１５ｂの移動速度が、あらかじめ設定された目安
値に達したか否かを判定する（ステップＳ１０６）。
【０１０８】
　制御部４０は、取得した脚受部１５ｂの移動速度が目安値に達したと判定すると、第２
アクチュエータ１９と脚用エアセルの給排制御機構に対し、登録された目標施療強度を生
じさせるようにこれらが作動する制御指令を送出する。
【０１０９】
　この制御指令を受けて、第２アクチュエータ１９は、前記速度が目安値に達した後の適
切なタイミングで作動停止状態となり、脚支持部１５の傾動が停止する（ステップＳ１０
７）。これにより、あらかじめ選択、設定されたストレッチの施療強度を生じさせるよう
な脚支持部１５の傾動状態が得られる。一方、前記ステップＳ１０６で速度が目安値に達
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していない場合には、前記ステップＳ１０３に戻って第２アクチュエータ１９による脚支
持部１５の傾動を続行し、以降の過程を繰返す。
【０１１０】
　制御部４０は、第２アクチュエータ１９を停止させると共に、第１アクチュエータ１８
の作動も停止させ、脚受部１５ｂの移動を止める（ステップＳ１０８）。この後、制御部
４０は、脚用エアセルを空気の排出により収縮させて脚を挟持状態から解放し（ステップ
Ｓ１０９）、また、別のエアセル７９で大腿部を挟持している場合は、これについても空
気排出により挟持状態から解放すると、脚が自由に動かせる状態に戻り、一連のストレッ
チ施療が終了となる。
【０１１１】
　（本発明の参考となる第３の実施形態）
　また、前記第１の実施形態に係るマッサージ機において、制御部４０は、脚裏部へのス
トレッチ施療における脚受部１５ｂの移動速度を目安値として、この目安値に随時取得し
ている速度が達した際に、制御対象としての第２アクチュエータ１９等に制御指令を送出
する制御を行う構成としているが、この他、第３の実施形態として、制御部４０が、取得
している第１アクチュエータ１８の作動速度や脚受部１５ｂの移動速度などの物理量が目
安値に達したら、ここまでの第１アクチュエータの作動により所定の変化が生じている第
１アクチュエータ及び／又は脚受部１５ｂの状態を把握し、この状態に応じた制御指令を
、第２アクチュエータ１９等の制御対象へ送出する制御を実行する構成とすることもでき
る。
【０１１２】
　この場合、制御部４０は、第１アクチュエータの作動に伴い変化した第１アクチュエー
タ及び／又は脚受部の状態、例えば、図１９に示すように、脚受部１５ｂの移動速度が目
安値に達した時点の脚受部１５ｂの移動量に基づいて第２アクチュエータ１９を作動させ
る制御指令を第２アクチュエータ１９に送出することとなり、制御対象としての第２アク
チュエータ１９を適切に作動させて脚支持部１５を被施療者に合わせて傾動させられる。
すなわち、脚受部１５ｂの移動量は、被施療者の脚が長いほど大きくなるなど、脚の長さ
に対応する大きさとなることから、被施療者の脚長、すなわち体格を示す情報として用い
ることができ、脚受部１５ｂの移動量に合わせて第２アクチュエータ１９（望ましくは第
１アクチュエータ１８も含め）の作動を制御することで、同じ強さ段階の施療強度を生じ
させるものながら、被施療者の体格に応じて異なる最適傾動量を与えられるなど、各機構
を適切に連係させて無理のないスムーズなストレッチ施療を実行できる。
【０１１３】
　つまり、この実施形態では移動速度の目安値に達するとその時点での移動量（進退位置
）に基づいて目標施療強度に見合う傾動停止位置（望ましくは移動停止位置も合わせて）
を決定している。なお、図１９では施療強度「強」における体格「大」及び「小」を例示
しているが施療強度「中」「弱」においても体格毎に停止位置が決定されることは言うま
でもない。
【０１１４】
　以上の説明した第1の実施形態ないし第3の実施形態のそれぞれは、上記脚曲げ施療と脚
伸ばし施療を組み合わせた脚のストレッチ施療をもとに、第１アクチュエータの速度（脚
受部の移動速度）が目安値に達した際に、第２のアクチュエータによる傾動の停止位置と
脚用エアセルの作動停止タイミングを決定する実施例を説明したが、移動位置が目安値に
達した場合に、傾動と移動の両方もしくはいずれか一方の停止位置を決定するようにして
もよい。
【０１１５】
　また、脚曲げ施療のみ、または脚伸ばし施療のみの実施形態にも本発明を適用出来るこ
とは言うまでもない。
【０１１６】
　まず、脚曲げ施療のみの場合は、強度指示される施療強度に応じて傾動の移動速度の目
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安値を予め設定しておき、強度指示及び／又は施療指示を受けて、脚を挟持した状態で脚
支持部を傾動させるとともに、傾動の移動速度が目安値に達した際に、強度指示される施
療強度に応じた傾動停止位置を決定することとする。
【０１１７】
　そして、脚伸ばし施療のみの場合は、強度指示される施療強度に応じて移動速度の目安
値を予め設定しておき、強度指示及び／又は施療指示を受けて、脚を挟持した状態で脚支
持部を移動させるとともに、移動速度が目安値に達した際に、強度指示される施療強度に
応じた移動停止位置を決定することとする。
【０１１８】
　（本発明の実施形態）
　本発明の実施形態に係るマッサージ機を前記図２０ないし図２２に基づいて説明する。
【０１１９】
　前記各図において本実施形態に係るマッサージ機は、前記第１の実施形態同様、各種の
施療機構と共に脚のストレッチ施療を実行可能な制御構成を備える一方、異なる点として
、揉み玉５１による施療対象部位への揉み施療の際の施療強度調整において、制御部４０
が、目安とする揉みの施療強度に対応する、揉み施療に係る揉み玉５１の作動速度の目安
値を設定し、揉み玉５１を動かす揉みモータ６２の作動の間、揉み玉５１の作動速度を取
得しつつ、この速度が前記目安値に達した際に、制御対象としての進退モータ５８に制御
指令を送出し、強度調整に係る進退モータ５８の作動状態を変化させる、前記第１の実施
形態での脚のストレッチ施療における制御の場合と類似する制御を実行する構成を有する
ものである。
【０１２０】
　なお、揉み玉５１による揉み施療における強度調整に係る制御以外の点については、前
記第１の実施形態の場合と同じであり、詳細な説明を省略する。
【０１２１】
　前記制御部４０は、前記第１の実施形態同様の制御に加えて、特に、揉み施療の際の施
療強度調整として、メカユニット５０において揉み玉５１と駆動機構部６０をベース部５
４に対し傾動させて揉み玉５１の被施療者側への突出量を変化させる進退モータ５８の作
動状態を制御するにあたり、背中の施療対象部位への揉み施療としての揉み玉５１の揺動
における、揉みの施療強度に応じて揉みモータ６２に加わる負荷の変化と、揉みモータ６
２の作動に係る所定の物理量の変化との対応関係をあらかじめ把握して、目安とする施療
強度に対応する前記物理量の目安値を設定し、揉みモータ６２の作動の間、前記物理量を
取得して、物理量が前記目安値に達したら、進退モータ５８に対し所定の制御指令を送出
するようにしている。
【０１２２】
　上記の揉みモータ６２の作動に係る所定の物理量としては、駆動機構部６０のハウジン
グ６１に内蔵された変位検出手段としてのエンコーダ６５より得られる、揉み玉支持アー
ム５２を駆動する駆動軸（図示を省略）の回転角度変位とこの変位の検出間隔とからの速
度算出により取得した、揉み玉５１の作動速度、より詳細には、揉み玉５１が駆動機構部
６０に対し被施療者に近づく向きに移動する速度、を用いている。このように、速度は、
揉みモータ６２から直接検出した変化に基づくものではなく、揉みモータ６２の作動の結
果として揉みモータ６２の被動側である揉み機構の駆動軸にあらわれるものを制御に用い
ることで、制御の精度を確保しつつ速度の取得を揉み玉位置把握用の簡略な検出機構で容
易に行えるようにしている。
【０１２３】
　そして、制御部４０は、揉み施療における施療強度を、マッサージ機の使用者、具体的
には被施療者、に選択可能としてあらかじめ複数段階、例えば、五段階に設定しており、
こうした複数段階の強度の中から使用者に選択されたものを目安とする施療強度として、
この目安の強度に対応する前記物理量の目安値、本実施形態では揉み玉５１の作動速度の
目安値、を設定することとなる。
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【０１２４】
　より具体的には、前記揉み玉５１の作動速度は、揉みモータ６２の作動で、揉み玉５１
が駆動機構部６０に対し被施療者に近づく向きに移動する際に、揉み玉支持アーム５２を
駆動する駆動軸の回転角度変位が、エンコーダ６５から出力されるパルス信号の数として
得られると共に、このパルス数分の時間が角度変位の検出間隔に相当することで、パルス
信号の数に応じた角度変位とこのパルス数に対応した時間とから算出できる仕組みである
。
【０１２５】
　ただし、現実的な処理としては、制御部４０で、単位角度変位、すなわち一つのパルス
信号が生じた際に、その変位にかかった時間に相当する、前記パルス信号の幅を検出し（
図２０参照）、これが速度と一対一に対応していることから、このパルス信号幅の値を速
度に代えてそのまま制御に用いて、制御処理を簡略化するのが好ましい。この場合、前記
パルス信号幅も、揉みモータ６２の作動に係る物理量といえ、制御部４０は、複数段階、
例えば、五段階に設定した揉み施療の施療強度に、速度に代るパルス信号幅の値をそれぞ
れ対応付けた上で（表１参照）、五段階の強度の中から使用者に選択されたものを目安と
する施療強度とし、この目安の強度に対応するパルス信号幅の値を目安値に設定して、モ
ータの作動制御を実行することとなる。
【０１２６】
　前記五段階の施療強度とパルス信号幅の値との対応の例を下記表１に示す。表１には、
表中の下段ほど大となる施療強度ごとに、対応するパルス信号幅、及び、対応する作動速
度の変化量（無負荷時に対する割合）を示している。
【０１２７】
【表１】

【０１２８】
　こうして、制御部４０では、揉み機構の駆動軸の回転角度変位を示すエンコーダ６５の
信号出力について、揉み玉５１の位置の把握に用いる他、回転角度変位とこの変位の検出
間隔を用いて、揉み玉５１の作動速度を求め、この速度を、駆動機構部６０を傾動させて
施療強度を調整する進退モータ５８の制御の目安とする情報として用いている。これによ
り、揉み施療において施療強度を調整する際、設定強度に対応して実際に施療強度が高ま
った場合など、揉みモータ６２の負荷が高くなり、揉み玉５１の作動速度が低下した状態
を、制御部４０で検知できる。制御部４０はこうした作動速度に基づいて進退モータ５８
の制御を行うことで、設定した施療強度が実際に得られる状態を目安としてモータの作動
を制御でき、駆動機構部の傾動した角度など変位そのものに基づいて進退モータ５８の制
御を行う場合のように、個人ごとの体格の差に伴う限界傾動角度の違いによる実施療強度
のばらつき等を生じさせないと共に、背もたれ部１３上で被施療者が動いて、施療対象部
位の背もたれ部１３における位置が変化した場合にも、追随して適切な施療強度で施療が
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行える状態に調整設定できる。
【０１２９】
　次に、本実施形態に係るマッサージ機における被施療者への揉み施療での施療強度調整
過程について説明する（図２１参照）。前提として、前記第１の実施形態における脚裏部
のストレッチ施療の場合と同様、マッサージ機９０に被施療者が着座して背中を背もたれ
部１３にもたれさせた状態で、マッサージ機９０が起動して施療可能な状態に移行した上
で、被施療者によりマッサージコース等の動作状態指示が入力され、制御部４０が被施療
者の背中における施療対象部位に対する揉み施療を実行する中、マッサージ機のリモコン
３０に対し被施療者から揉みの施療強度のより強くする調整を入力指示されたものとする
。
【０１３０】
　制御部４０は、被施療者の施療強度調整の入力指示を受けて、揉み施療における施療強
度調整に係る進退モータ５８の作動を開始させるにあたり、まず、あらかじめ設定された
揉みの複数段階の施療強度のうち、被施療者が入力指示した施療強度に、あらかじめ対応
付けられて記録されている揉み玉５１の作動速度の値を、制御の目安値として登録する（
ステップＳ２０１）。
【０１３１】
　そして、制御部４０は、メカユニット５０の進退モータ５８を作動させて揉み玉５１と
駆動機構部６０を傾動させ（ステップＳ２０２）、揉みに係る作動中の揉み玉５１を、背
もたれ部１３にもたれた被施療者の背面の施療対象部位にさらに押し付けるように被施療
者側へ突出させる（図２２参照）。
【０１３２】
　一方、制御部４０は、進退モータ５８の作動開始と共に、揉み機構における変位検出手
段としてのエンコーダ６５の出力を受取り、駆動軸の回転角度変位及びこれより求められ
る揉み玉５１の位置を把握する。加えて、制御部４０は、エンコーダ６５から得られる、
駆動軸の回転角度変位とこの変位の検出間隔とから、揉み玉５１の作動速度を継続的に算
出し、進退モータ５８の作動制御のための目安情報として取得する（ステップＳ２０３）
。
【０１３３】
　揉み施療に係る揺動と共に、駆動機構部６０ごとの傾動による揉み玉５１の被施療者側
への進行で、揉み玉５１が被施療者の背部を押圧しながら揉み施療を行う状態が得られる
。この時、進退モータ５８の作動による揉み玉５１の進行に伴い、揉み玉５１は被施療者
の施療対象部位の押圧強度を大きくしていく中で、揉み玉５１の揉みに係る動きにおいて
抵抗が増大する状態となる。これに伴い、揉みモータ６２で駆動される揉み玉５１の作動
速度、すなわち、揉み玉５１の被施療者側へ近づく向きに移動する速度が大幅に低下する
。
【０１３４】
　制御部４０は、進退モータ５８の作動開始から、揉み玉５１の揉みに係る作動速度を継
続して取得しており、この低下状態にある速度が、先に登録された目安値に達したか否か
を判定する（ステップＳ２０４）。
　進退モータ５８による傾動を伴って、揉みの施療強度が強くなるほど、揉みモータ６２
の負荷も大となるなど、揉み施療における強度調整時の施療強度と揉みモータ６２の負荷
とは対応しており、また、揉みモータ６２の負荷上昇と揉みモータ６２により駆動される
揉み玉５１の作動速度の低下度合も一定の関係性を有することがわかっていることから、
制御部４０では、あらかじめ設定された揉みの施療強度に対応する揉み玉５１の作動速度
をそれぞれ目安値とし、揉み施療として揉みモータ６２を作動させ、揉み玉５１を作動さ
せる間、取得した作動速度をこの目安値と比較照合する。
【０１３５】
　制御部４０は、取得した揉み玉５１の作動速度が低下して目安値に達したと判定すると
、制御部４０は進退モータ５８に対し作動停止の制御指令を送出する。この後、進退モー
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タ５８は停止状態となり、揉み玉５１と駆動機構部６０のベース部５４に対する傾動が停
止する（ステップＳ２０５）。これにより、あらかじめ選択、設定された揉みの施療強度
を超えないよう揉み玉５１の突出が抑えられ、揉み玉５１による揉み施療の強度が設定に
対応したものとなる。なお、必要に応じて、揉み玉の作動速度が目安値に達した際に、強
度指示される施療強度に応じた進退方向の位置をその位置とせず、目安値に達した位置よ
り、被施療者から離れる側へ所定距離だけ戻した位置に決定することも望ましい。
　このように、作動速度の低下が明確になる状態（揉み玉のマッサージ機能が低下する場
合がある）を停止位置とせず、揉み玉の速度が向上するように進退方向の停止位置を決定
した場合、揉み玉の速度不足によるマッサージ機能の低下を回避することが出来る。　
　逆に言うと、作動速度の低下が明確になる程度に目安値を設定出来るので、判定が容易
になる。
【０１３６】
　一方、前記ステップＳ１０４で速度が目安値に達していない場合には、前記ステップＳ
１０２に戻って進退モータ５８による揉み玉５１及び駆動機構部６０の傾動を続行し、以
降の過程を繰返す。
【０１３７】
　揉みに係る揉み玉５１の作動速度から施療強度を判断し、揉み玉５１及び駆動機構部６
０の傾動に係る進退モータ５８の作動を制御しているので、体形の個人差や被施療者の動
きによる揉み玉の突出量と揉みの強度との関係の変化に影響を受けることなく、適切な施
療強度での揉み施療が可能となる。また、後述する他の実施形態のように急激な速度変化
が発生する揉み玉ユニットの移動速度の鈍化具合を見るのではなく、揉み玉の作動速度の
鈍化具合を監視するので、揉み玉の移動速度の変化にくらべ速度の変化がなだらかになり
、施療強度と目安値の関係がより判別しやすくなる利点がある。
【０１３８】
　制御部４０が進退モータ５８を停止させると、一連の揉み施療における強度調整は終了
となる。この後、制御部４０は進退モータ５８の停止状態を維持して、施療時間としてあ
らかじめ規定された所定時間、揉み施療状態を継続させる。その後、揉みの施療が終了し
、他のマッサージ等に移行する場合には、制御部４０は、揉み玉５１及び駆動機構部６０
の位置が次の施療に適さない場合、進退モータ５８を揉み玉５１及び駆動機構部６０が被
施療者から離れる側に傾動させる回転方向に回転させると共に、メカユニット５０を上又
は下に移動させるなど、揉み玉５１を施療に適した位置となるよう調整することとなる。
【０１３９】
　以上のように、本実施形態に係るマッサージ機は、揉み施療の際の施療強度調整におい
て、揉み施療としての揉み玉５１の作動における、揉みの施療強度に応じて揉みモータ６
２に加わる負荷の変化と、揉み玉５１の作動速度の変化との対応関係を制御部４０があら
かじめ把握して、目安とする施療強度に対応する揉み玉５１の作動速度の目安値を設定し
、揉みモータ６２の作動の間、制御部４０が揉み玉５１の作動速度を取得して、この揉み
玉５１の作動速度が前記目安値に達した際に、進退モータ５８に制御指令を送出する制御
を実行するものである。
【０１４０】
　このように本実施形態に係るマッサージ機においては、揉み施療における施療強度と揉
み玉５１を動かす揉みモータ６２の負荷とは対応しており、また、揉みモータ６２の負荷
の変化に応じて変わる、揉み玉５１の作動速度など、揉みモータ６２の作動に係る所定の
物理量が存在することを利用して、制御部４０で、この物理量の変化と施療強度とを対応
付け、あらかじめ設定された揉みの施療強度に一対一に対応する、前記物理量の値を、目
安値として設定し、揉みモータ６２を作動させる間、制御部４０で取得した物理量を目安
値と比較照合して、取得した物理量が目安値に達したら、制御部４０から進退モータ５８
に制御指令を送出するようにしている。これにより、揉みモータ６２の負荷変化に応じた
物理量の変化から施療強度を把握して、進退モータ５８を適切に制御でき、設定された施
療強度に適合するように進退モータ５８を作動させて揉み玉５１を移動させることができ
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、結果として、体格の個人差や被施療者の動きに伴う、揉み玉５１及び駆動機構部６０の
傾動の角度と揉み施療の強度との関係が変化する状況に、進退モータ５８の作動制御が影
響を受けることはなく、背もたれ部１３上の被施療者の状態が変っても、常に適切な施療
強度に調整した上で揉み施療が可能となる。
【０１４１】
（本発明の他の実施形態）
　前記実施形態に係るマッサージ機において、制御部４０は、揉み施療の際の施療強度調
整で、目安とする揉みの施療強度に対応する、揉み施療に係る揉み玉５１の作動速度の目
安値を設定し、揉みモータ６２の作動の間、揉み玉５１の作動速度を取得しつつ、この速
度が前記目安値に達した際に、制御対象としての進退モータ５８に制御指令を送出し、進
退モータ５８の作動状態をそれまでと変化させる構成としているが、この他の実施形態と
して、制御部４０が、揉みモータ６２の作動に係る物理量に代えて、揉み玉５１及び駆動
機構部６０を傾動させる進退モータ５８の作動の間、進退モータ５８の作動に係る物理量
を取得し、これがあらかじめ設定された目安値に達したら、所定の制御指令を進退モータ
５８に送出し、進退モータ５８の作動状態を変化させる構成とすることもできる。
【０１４２】
　なお、進退モータ５８の作動に係る物理量としては、メカユニット５０に設けた変位検
出手段としてのエンコーダ５５より得られる、駆動機構部６０の傾動による角度変位とこ
の変位の検出間隔とからの速度算出により取得した、揉み玉５１と駆動機構部６０の作動
速度、より詳細には、揉み玉５１と駆動機構部６０がベース部５４に対し被施療者に近づ
く向きに傾動する速度、を用いる。
【０１４３】
　この揉み玉５１と駆動機構部６０の作動速度は、進退モータ５８の作動で、揉み玉５１
と駆動機構部６０がベース部５４に対し被施療者に近づく向きに傾動する際に、駆動機構
部６０の傾動による角度変位が、エンコーダ５５から出力されるパルス信号の数として得
られると共に、このパルス数分の時間が角度変位の検出間隔に相当することで、パルス信
号の数に応じた角度変位とこのパルス数に対応した時間とから算出できる仕組みである。
【０１４４】
　このように、速度は、進退モータ５８から直接検出した変化に基づくものではなく、進
退モータ５８の作動の結果として進退モータ５８の被動側である駆動機構部６０にあらわ
れるものを制御に用いることで、制御の精度を確保しつつ速度の取得を簡略な機構で容易
に行えるようにしている。
【０１４５】
　続いて、この実施形態に係るマッサージ機における被施療者への揉み施療での施療強度
調整過程について、図２３のフローチャートを用いて説明する。前提として、前記実施形
態の場合と同様に、マッサージ機９０に被施療者が着座して背中を背もたれ部１３にもた
れさせた状態で、揉み施療を実行する中、被施療者から揉みの施療強度のより強くする調
整を入力指示されたものとする。
【０１４６】
　制御部４０は、被施療者の施療強度調整の入力指示を受けて、揉み施療における施療強
度調整に係る進退モータ５８の作動を開始させるにあたり、まず、あらかじめ設定された
揉みの複数段階の施療強度のうち、被施療者が入力指示した施療強度に、あらかじめ対応
付けられて記録されている揉み玉５１及び駆動機構部６０の傾動に係る作動速度の値を、
制御の目安値として登録する（ステップＳ３０１）。
　移動速度の鈍化具合を見る際に、揉み玉を作動させながらとすれば、移動速度は単純な
低下傾向を示さずゆらいだものとなるが、被施療者の選択した揉み玉の作動状態を事前に
把握し、ゆらぎの影響を想定した目安値を設定すれば、施療強度に対応した進退方向の位
置は決定可能である。
　そして、逆にゆらぎつつ低下する場合、ゆらぎの影響を把握出来れば移動速度に関する
情報量が増えるので、施療強度に対応する進退方向の位置を決定しやすくなる利点がある
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。
【０１４７】
　そして、制御部４０は、メカユニット５０の進退モータ５８を作動させて揉み玉５１と
駆動機構部６０を傾動させ（ステップＳ３０２）、揉みに係る作動中の揉み玉５１を、背
もたれ部１３にもたれた被施療者の背面の施療対象部位にさらに押し付けるように被施療
者側へ突出させる。
【０１４８】
　一方、制御部４０は、揉み玉５１及び駆動機構部６０の傾動開始と共に、変位検出手段
としてのエンコーダ５５の出力を受取り、駆動機構部６０の傾動角度変位及びこれより求
められる揉み玉５１の突出量を把握する。加えて、制御部４０は、エンコーダ５５から得
られる、駆動機構部６０の傾動角度変位とこの変位の検出間隔とから、揉み玉５１及び駆
動機構部６０の移動速度を継続的に算出し、進退モータ５８の作動制御のための目安情報
として取得する（ステップＳ３０３）。
【０１４９】
　揉み施療に係る揺動と共に、駆動機構部６０ごとの傾動による揉み玉５１の被施療者側
への進行で、揉み玉５１が被施療者の背部を押圧しながら揉み施療を行う状態が得られる
。この時、進退モータ５８の作動による揉み玉５１の進行に伴い、揉み玉５１は被施療者
の施療対象部位の押圧強度を大きくしていく中で、揉み玉５１及び駆動機構部６０の傾動
において抵抗が増大する状態となる。これに伴い、進退モータ５８で駆動される揉み玉５
１及び駆動機構部６０の移動速度、すなわち、揉み玉５１及び駆動機構部６０の被施療者
側へ傾動する速度が大幅に低下する。
【０１５０】
　制御部４０は、あらかじめ設定された施療強度に対応する揉み玉５１及び駆動機構部６
０の作動速度を目安値とすると共に、揉み玉５１及び駆動機構部６０の傾動開始から、そ
の速度を継続して取得し、取得した速度をこの目安値と比較照合しており、低下状態にあ
る速度が、先に登録された目安値に達したか否かを判定する（ステップＳ３０４）。
【０１５１】
　制御部４０は、取得した揉み玉５１及び駆動機構部６０の作動速度が低下して目安値に
達したと判定すると、制御部４０は選択された揉みの施療強度に対応してあらかじめ設定
されている揉み玉５１及び駆動機構部６０の位置データを取得し（ステップＳ３０５）、
この位置データに基づいて、揉み玉５１及び駆動機構部６０を被施療者から離す側へ所定
角度分傾動させた後停止させるように、進退モータ５８を作動させる制御指令を、進退モ
ータ５８に対し送出し、進退モータ５８は揉み玉５１及び駆動機構部６０が被施療者から
離れる側に前記所定角度分戻した後、停止状態となり、揉み玉５１と駆動機構部６０を停
止させる（ステップＳ３０６）。これにより、揉みに際しての揉み玉５１の突出量は適切
なものとなり、揉み玉５１による揉み施療の強度は使用者の選択した施療強度に正しく対
応することとなる。すなわち、移動速度が目安値に達した際に、強度指示される施療強度
に応じた進退方向の位置を、目安値に達した位置より、被施療者から離れる側へ所定距離
だけ戻した位置に決定する。
　このように本発明によれば、速度低下が明確になる状態（強すぎる場合がある）よりも
押し込んでいない位置を決定出来るので、強すぎる強度を回避出来る。
【０１５２】
　一方、前記ステップＳ３０４で速度が目安値に達していない場合には、前記ステップＳ
３０２に戻って進退モータ５８による揉み玉５１及び駆動機構部６０の傾動を続行し、以
降の過程を繰返す。
　制御部４０が進退モータ５８を停止させると、一連の揉み施療における強度調整は終了
となる。この後、前記実施形態と同様、制御部４０は施療時間としてあらかじめ規定され
た所定時間、揉み施療状態を継続させる。このように本実施形態によれば、揉み玉を徐々
に被施療者に当てて、スピードの鈍化具合を監視して、希望する強さに対応付けしている
ので被施療者の体格や姿勢、また施療を受ける位置のいかんにかかわらず、当たりの強さ
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を選択された施療強度に適した揉み玉による施療を受けることが出来る。
【０１５３】
　この実施形態においても、当然に揉み玉の作動速度も低下するので、前記実施形態のよ
うに揉み玉の作動速度も目安値を登録しいずれもの速度を監視しても良い。この場合、よ
り正確に施療強度を把握することが出来る。
【０１５４】
　また、図２４に示すように、移動速度の検出中は、揉み玉が作動しないように制御して
（ステップＳ３００）。状態を監視しても良い。
　このようにすれば、揉み玉の作動による移動速度への影響を避けられ、より正確に停止
位置を決定することが出来る。
【０１５５】
　また、本発明に係るマッサージ機は、必要に応じて、移動速度の検出は、揉み玉による
施療が行われていない時の施療強度の入力指示を受けて実行されるようにしても良い。
　このようにすれば、揉み玉の作動による移動速度への影響を避けて、より正確に停止位
置を決定することが出来る。
【０１５６】
　なお、前記各実施形態に係るマッサージ機について、施療の具体例としてストレッチや
揉みを挙げて、これらの施療の際に、制御部で施療強度とアクチュエータやモータ等の駆
動手段の作動に係る所定の物理量とを対応付け、目安とする施療強度に対応する物理量の
目安値を設定し、取得した物理量が前記目安値に達すると、制御部が他のアクチュエータ
等の制御対象に制御指令を送出する制御を実行する点を説明しているが、こうした制御手
法の適用は、ストレッチや揉みに限られず、いずれの施療についても一般化できる。すな
わち、所定の施療時における駆動手段の作動状態を制御する制御部が、駆動手段で駆動さ
れる施療実行手段の作動状態における、施療強度に応じて駆動手段に加わる負荷の変化と
、駆動手段の作動に係る所定の物理量の変化との対応関係をあらかじめ把握して、目安と
する施療強度に対応する前記物理量の目安値を設定し、駆動手段の作動の間、前記物理量
を取得して、物理量が前記目安値に達した場合に、所定の制御対象への制御指令を送出す
る制御を実行する、といったものとなる。
【符号の説明】
【０１５７】
　１　　　　　　　　マッサージ機
　１１　　　　　　　基台部
　１２　　　　　　　座部
　１３　　　　　　　背もたれ部
　１４　　　　　　　肘掛部
　１５　　　　　　　脚支持部
　１５ａ　　　　　　基礎部
　１５ｂ　　　　　　脚受部
　１５ｃ　　　　　　軸部
　１５ｄ　　　　　　変位検出手段
　１６　　　　　　　スタンド
　１７　　　　　　　フレーム
　１８　　　　　　　第１アクチュエータ
　１９　　　　　　　第２アクチュエータ
　２０　　　　　　　ガイドレール
　３０　　　　　　　リモコン
　４０　　　　　　　制御部
　５０　　　　　　　メカユニット
　５１　　　　　　　揉み玉
　５２　　　　　　　揉み玉支持アーム
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　５４　　　　　　　ベース部
　５５　　　　　　　エンコーダ
　５５ａ　　　　　　センサ部
　５５ｂ　　　　　　スケール部
　５７　　　　　　　昇降モータ
　５８　　　　　　　進退モータ
　５８ａ　　　　　　小歯車
　６０　　　　　　　駆動機構部
　６１　　　　　　　ハウジング
　６２　　　　　　　揉みモータ
　６４　　　　　　　叩きモータ
　６５　　　　　　　エンコーダ
　６７　　　　　　　歯部
　７０　　　　　　　エアポンプ
　７１　　　　　　　臀部用エアセル
　７２　　　　　　　太腿用エアセル
　７３　　　　　　　背中用エアセル
　７４　　　　　　　腰用エアセル
　７５、７６　　　　脚用エアセル
　７７、７８　　　　脚用エアセル
　７９　　　　　　　挟持用エアセル
　８０　　　　　　　エアセル
　８１　　　　　　　位置調整手段

【図１】 【図２】
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